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住宅プラス 500 
（２０２５年１０月１日現在) 

商品名 住宅プラス 500 

ご利用いただける方 以下のすべての条件を満たしている個人の方 

① お申込時の年齢が満１８歳以上かつご融資実行時の年齢が満６６歳未満の方（３

大疾病保障特約・障がい特約付団信またはがん団信にご加入いただく場合は、お

申込時の年齢が満１８歳以上かつご融資実行時の年齢が満５１歳未満の方）で、最

終ご返済時の年齢が満８１歳未満の方 

② 近畿２府４県に居住または勤務されている方 

③ 同一勤務先に原則１年以上勤務されている方、営業３年以上の個人事業主・家族

従業員の方 

④ 安定継続した収入があり、前年税込年収が１５０万円以上の方（個人事業主・家族

従業員の方は、過去３年分の所得を確認させていただきます。） 

⑤ その他、保証機関が定めた保証基準を満たしている方 

※ ご融資実行時には、近畿勤労者互助会に加入していただきます。（お申込人自身

が生協組合員の方は除きます。） 

ご融資金のお使いみち 以下の目的にご利用いただけます。 

※事業資金、投機・投資目的資金、負債整理資金は除きます。 

① 「住宅資金」 

お申込いただく方・ご家族（２親等以内のご親族を含む）が居住するための住宅の新
築および新築・中古住宅購入資金、他金融機関等住宅ローンの借換資金、リフォ
ーム資金 

※お使いみちと違うご利用が判明した場合、融資金の全額をお返しいただくこと

がありますのでご注意ください。 

②「付加分資金」  
ａ．家電・家財購入、転居費用等、上記「住宅資金」で対応できない住宅関連

費用 
ｂ．自動車・教育・結婚、葬祭等の資金使途に係る新たな費用 
ｃ．お申込いただく方（連帯債務者となる方を含む）名義の他金融機関・信販・消

費者金融等で利用中の無担保ローン（カードローン含む）の借換 
 ｄ．お申込いただく方（連帯債務者となる方を含む）名義の当金庫でご利用中の

フレックスローン（自動車・教育・ふれ愛・多目的）またはライフエールの
借換 

ご融資金額 最高 1億円 （１万円単位） 

ご融資期間 最長５０年 

ご返済方法 ・ 元利均等毎月返済（均等返済）または元利均等毎月・ボーナス併用返済（均等加

算併用返済）からお選びいただけます。ただし、個人事業主の方は、元利均等毎

月返済（均等返済）のみのお取扱いとなります。 

※ 元利均等返済とは、毎月およびボーナス（年２回半年ごと）の各ご返済額（元金  

と利息の合計額）が一定のご返済方法です。 

・ ボーナス返済（加算返済）を併用する場合のボーナス部分のご融資割合は、総融

資額の５０％以内とします。また、ボーナス返済（加算返済）の最終期日は、毎月返

済（均等返済）の最終期日を超えないものとします。 

・ 当金庫が定める返済日に、近畿ろうきんの返済用普通預金口座からご返済額を引
落す方法によりご返済いただきます。なお、ご返済日がろうきんの休業日の場合
は、その翌営業日の引落しとなります。 

・ 毎月およびボーナスのご返済額は、原則、１円単位となります。 
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ご返済方法（続き） ・ ご返済は、返済用普通預金口座から「住宅資金」と「付加分資金」の明細（「住宅資

金」最大２明細、「付加分資金」１明細、合計最大３明細）ごとに引き落としさせていただ

く扱いとなります（後述「金利タイプ」をご参照ください）。 

ご融資金利 ・ 金利については、営業店窓口にお問合せください。ホームページにも融資金利一

覧がございますので、ご覧ください。 

※ 適用金利は、「ご融資日現在の金利」となります。 

金利タイプのご選択 ・ 全期間固定金利型、変動金利型、固定金利特約型（３年・５年・１０年）のいずれか

をお選びいただけます。（固定金利特約型をお選びいただいた場合のご選択期間

を、以下、特約(期間)といいます。）  

・ 変動金利型を選ばれた場合は、ご希望により変動金利期間中に特約（固定金利特

約型）への変更ができます。ただし、特約付加について、ご返済が遅滞しているな

ど、金利タイプを変更いただけない場合があります。 

・ 固定金利特約型は、「特約期間自動更新方式」となります。 

・ 全期間固定金利型を選ばれた場合は、変動金利型や固定金利特約型へ切替する

ことはできません。 

＜特約期間自動更新方式＞ 

○特約期間自動更新方式は、特約期間終了後の取扱いについて、お客さまから特約

期間の変更、および変動金利型への変更のお申し出がなければ、その時点の特約

と同じ期間で特約契約を継続する方式です。残るご返済期間が特約期間より短い

場合は、変動金利型となります。 

○特約期間更新時は特約期間終了日の前々月１日における当金庫の住宅ローン店

頭表示金利とし、特約期間終了日翌日からの適用となります。変動金利型となる場

合は特約期間終了日前々月１日における当金庫の変動金利型の住宅ローン店頭

表示金利とし、特約期間終了日翌日からの適用となります。ご返済額の増額が必要

かどうかの見直しが行われ、新返済額の適用は、特約期間終了後の次回約定返済

日からとなります。 

金利タイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全期間固定金利型 

・ ご融資日現在での金利を、全期間固定金利としてご利用いただけます。 

変動金利型（変動金利ルール） 

・ 金利の変動については、毎年２回、４月１日および１０月１日の基準日に、「近畿労

金変動型住宅ローンプライムレート（ろうきん住宅ローンの基準利率）」を基準金利

として、ご融資金利の見直しを行います。適用利率の変更幅は、前回基準日の「近

畿労金変動型住宅ローンプライムレート」と今回基準日の「近畿労金変動型住宅ロ

ーンプライムレート」の差となります。４月１日に見直した金利は、同年７月の約定返

済日の翌日に変更を行い、１０月１日に見直した金利は、翌年 1月の約定返済日の

翌日に変更を行います。 

・ ご返済額については、借入利率の変更にかかわらず、借入後に到来する１０月１日

（見直し基準日）を５回経過するごとに、ご返済額の増額が必要かどうかの見直しを

行います。増額が必要な場合は、その翌年の２月から新金額でのご返済となります

が、新返済額は、旧返済額の１．２５倍を超えることはありません。以降も、５年ごとの

１０月１日に、ご返済額の見直しを行います。 

・ ５年目ごとのご返済額の見直しにおいて、見直し後のご返済額が見直し前のご返

済額より少ない場合は、ご返済額の変更は行わず、最終期日を繰上させていただ

きます。 



（商品説明書） 

（生協組合員・一般勤労者の方） 

 

住宅プラス 500（251001）                                           近畿ろうきん 

3 

金利タイプ（続き） ・ ご融資利率の変更に伴い最終約定返済期日に未払利息および利息ならびに元金

の一部が残存する場合は、最終約定返済期日に一括してお支払いただきます。 

固定金利特約型（特約） 

・ 固定金利の期間を、３年、５年、１０年よりご選択いただけます。 

・ ご選択いただいた固定金利期間（特約期間）は、借入日から初回の約定返済日を

起点として、３年（５年、１０年）後の応当日の１ヵ月前の約定返済日までとなります。

お客さまからの特約期間変更、変動金利型への変更のお申し出がなければ、特約

期間は自動更新となります。 

・ 特約期間終了後の借入利率は、特約期間終了日の前々月１日における当金庫の

住宅ローン店頭表示金利から所定の金利を差し引きし、特約期間終了日翌日から

適用します。 

・ 残りのご返済期間により、ご契約いただける特約期間に制限があります。 

・ 特約期間中は、全期間固定金利型、変動金利型や他の特約期間への変更はできません。 

・ 当商品では、以下の金利タイプから「住宅資金」は最大２タイプまでご選択いただい

て、組み合わせることができます。「付加分資金」は①全期間固定金利型のみとなり

ます。 

①全期間固定金利型 ②変動金利型 ③固定金利特約型（3年） 

④固定金利特約型（5年） ⑤固定金利特約型（1０年）  

金利引下げ制度 （適用期間）２０２６年３月３１日までにお申込み、かつ２０２６年９月３０日までにご融資 

※ 住宅の新築・購入（中古住宅を除く）資金でのお申込み＜２０２６年３月３１日まで

＞の場合は、２０２６年１０月１日以降のご融資についても下表の金利を差し引かせてい

ただきます。 

ご融資実行時点において、以下の４項目のうち、１項目以上のご契約をいただ

いている場合は、ご融資日現在の店頭表示金利より下表の金利を差し引かせて

いただきます。  
① 給与振込指定 

② 財形貯蓄（一般・年金・住宅のいずれか）または エース預金（ゆうゆう年金５０ 
含む）の契約 

③ iDeCo（当金庫にてご契約のうえ、すでに積立を開始されているもの） 
④ 限度額 30万円以上のカードローン契約（マイプラン（Web 完結型含む）・笑く

ぼ※のいずれか） 
※笑くぼの新規取扱いは終了しております。既にご契約いただいている場合のみ

引下げ項目の対象となります。 
（住宅資金）                                        （年利） 

金利タイプ 引下げ幅 特約終了時等の引下げ幅 

変動金利型 年 1.890％ 固定金利特約型へ変更されるとき年 1.000％ 

固定金利 

特約型 10年 
年 2.050％ 

自動継続となるとき年 1.000％ 

期間変更（固定金利特約型）のとき年 1.000％ 

変動金利型に変更のとき年 1.000％ 

全期間 

固定金利型 
年 1.850％  
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（付加分資金）                                       （年利） 

金利タイプ 引下げ幅 特約終了時等の引下げ幅 

全期間 

固定金利型 
年 1.850％  

※ １項目以上のお取引がなくなった場合や、約定に基づくご返済がいただけない場

合は、金利引下げの適用が中止されます。その他、くわしくは、営業店窓口にお問合

せください。

 

特約手数料 

 

 

 

 

 

特約を選択される場合は、以下の特約手数料が必要になります。 

・ ご融資の新規申込と同時に、特約を付加する場合 無料 

・ 変動金利型でのご返済期間中に、特約（固定金利特約型）を付加する場合 

５，５００円（消費税込み） 

･ 特約（固定金利特約型）終了時に再特約を付加する場合 無料 

※ 特約（固定金利特約型）終了時に変動金利型を選択する場合は、特約手数料は

無料となります。 

担保 保証機関を抵当権者として、ご融資の対象となる土地・建物などに対して、原則とし

て第１順位の抵当権を設定していただきます。抵当権設定費用等は、お客さま負担と

なります。 

融資対象の土地建物以外にお客さま所有の不動産がある場合で、当金庫が債権

保全に必要とする場合は、当該不動産にも抵当権を設定していただきます。 

保証機関 （一社）日本労働者信用基金協会による保証となります。 

保証料 保証料のお支払には、お借入時に一括して支払う方法（一括前払い方式）とお借入

金利に保証料率を加算して支払う方法（月次後払い方式）があります。 

担保にご提供いただく不動産の当金庫評価額に対するご融資額の割合により、保

証料は下表のとおりとなります。 

（１）一括前払い方式 

生協組合員・一般勤労者【保証料額の例示（100万円あたり）】      （単位：円） 

期間  

階層区分 
10年 20年 30年 40年 50年 

全ての方 
4,761～ 

6,666 

9,031～ 

12,643 

12,953～ 

18,135 

16,593～ 

23,230 

19,986～ 

27,981 

 

（２）月次後払い方式（金利に加算） 

生協組合員・一般勤労者【保証料率の例示】 

 階層区分 保証料率（年率） 

全ての方 ０.１６％ ～ ０.２０％ 

 ※ 一括前払い方式の場合、全額繰上返済の際には保証機関の定める方法により

保証料が返戻されます。なお返戻額が１,０００円未満の場合は返戻されません。 

※ 住宅ローンのご融資に先立って、つなぎ融資をご利用される場合、つなぎ融資に

係る保証料が、別途必要になります。 
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連帯保証人 原則、不要です。 

ただし、収入を合算する同居家族の方については、連帯保証人になっていただきま

す。 

また、担保として提供いただく物件の共有者の方（全員）については物上保証人に

なっていただきます。 

団体信用生命保険 ・ 借入残高を上限に団体信用生命保険にご加入いただきます。 

・ お客さまが保険料を別途ご負担いただく必要はありません。 

・ 住宅ローン金利への上乗せ金利は以下のとおりとなります。 

 
ろうきん

団信 

引受緩和

団信 

就業不能

保障団信 
がん団信 

３大疾病保障

特約・障がい

特約付団信 

夫婦連生なし なし 年０．４％ 年０．１％ 年０．１％ 年０．３％ 

夫婦連生あり 年０．１％ － 年０．２％ 年０．２％ － 

・ 保険金が支払われた場合は、債務のご返済に充当されます。ただし、保険金が支

払われる場合であっても利息の一部等をご負担いただく場合があります。 

・ 保険契約の重要事項については別途資料でご説明いたします。 

・ ご融資実行時の年齢が満６６歳以上の方（３大疾病保障特約・障がい特約付団信ま

たはがん団信にご加入いただく場合は満５１歳以上の方）はご加入いただけませ

ん。また、健康状態によってはご加入いただけない場合がありますが、ご加入いた

だけないことをもってただちに融資不可とはなりません。また、健康診断書をご提出

いただく場合がありますが、診断書の作成費用はお客さまのご負担となります。 

火災保険（共済含む） 火災保険（共済含む）は、担保となる建物を対象に、ご自身で任意にご加入いただ

きます。保険料は、お客さま負担となります。 

なお、当金庫では住宅ローン専用の火災保険や火災共済をご用意しています。 

※担保となる建物が店舗併用住宅である場合など、ご融資内容により質権（火災保

険から優先的に返済に充当する権利）を設定させていただきます。 

※当庫でご用意いたしております住宅ローン専用の火災保険や火災共済は、「住

宅資金」部分ご完済後に到来する満期日に保障が終了し、契約の継続はできませ

ん。その場合は、別途、お客さまご自身で新たな火災保険や火災共済にご加入くだ

さい。 

取扱手数料 住宅ローン利用の場合                        ３３，０００円（消費税込み） 

※ お申込人が当金庫と覚書等を締結している生協の組合員、もしくはその組合員の

同一生計家族の方の場合は、取扱手数料は、原則、無料となります。 
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繰上返済手数料 全額繰上返済手数料（特約なし）     契約後５年以内   ５，５００円(消費税込み) 

契約後５年超            無料 

特約期間中の繰上返済手数料      一部繰上返済   ２２，０００円(消費税込み) 

※ろうきんダイレクトによる一部繰上返済の場合は、無料となります。 

全額繰上返済   ３３，０００円(消費税込み) 

他金融機関への借換え手数料                  ５５，０００円(消費税込み) 

 

※ 他金融機関への借換え手数料が全額繰上返済手数料（特約なし）もしくは特約期

間中の全額繰上返済手数料と重複する場合は、他金融機関への借換え手数料の

みをお支払いただきます。 

住宅資金貸付債権 

（住宅ローン）に関する

特則について 

「住宅資金貸付債権（住宅ローン）に関する特則」とは、個人再生手続きを行う際に

一定の条件を満たすことで、住宅を手放さずに債務整理することができる民事再生法

上の制度ですが、対象となる債務の資金使途は住宅資金であることが条件の一つで

あり、本商品をご利用の場合、資金使途に住宅資金以外の生活資金が混在するため

当該特則の適用対象外となる可能性があります。 

よって、返済が滞った場合など抵当権が執行された際には所有する住宅が競売にか

けられるなど住宅を手放さなければならない可能性があります。 

返済試算額の入手方

法 

･ 営業店窓口にお申し出いただければ、ご試算いたします。 

･ ホームページからも、ご試算いただけます。 

苦情処理措置（ろうきん

への相談・苦情・お問合

せ） 

 ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問合せは、お取引店または下記のフリー

ダイヤルをご利用ください。 

【近畿労働金庫 お客さまセンター】 

受付時間：平日 9:00～18:00 電話番号：0120-191-968 

※ 「当金庫の苦情処理措置および紛争解決措置について」の資料をご用意しておりますの

で、ご請求いただくか、当金庫ホームページでご確認ください。 

紛争解決措置（第三者

機関に問題解決を相談

したい場合） 

・ 紛争解決のご相談先として下記の第三者機関をご案内します。 

・ 下記以外の「第三者機関」については、「当金庫の苦情処理措置および紛争解決

措置について」をご請求いただくか、当金庫ホームページでご確認ください。 

【公益社団法人 民間総合調停センター】 

受付時間：平日 9:00～17:00(正午～午後1:00を除く) 電話番号：06-6364-7644 

【弁護士会】 

・「東京弁護士会紛争解決センター」 

受付時間：平日 9:30～12:00、13:00～16:00 電話番号：03-3581-0031 

・「第一東京弁護士会仲裁センター」 

受付時間：平日10:00～12:00、13:00～16:00 電話番号：03-3595-8588 

・「第二東京弁護士会仲裁センター」 

受付時間：平日 9:30～12:00、13:00～17:00 電話番号：03-3581-2249 

※ 全国「ろうきん」の中央機関である「一般社団法人全国労働金庫協会」の「ろうきん相談所

（受付時間：平日 9:00～17:00 電話番号：0120-177-288）」へお問合せいただいた場合

は、上記「弁護士会」をご案内しています。 
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※ お客さまから、上記「弁護士会」に直接お申出いただくことも可能です。 

なお、上記「弁護士会」は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際

には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ

会議システム等を用いて共同で問題の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域の弁護士

会に問題を移管し解決する方法（移管調停）もあります。 

※ ご利用にあたっての詳細については、各機関へお問合せください。 

（注）  ・お申込みにあたっては、当金庫および当金庫指定の保証機関の審査がございます。 

・審査の結果によっては、ご融資をお断りする場合もございますのであらかじめご了承ください。 

・仮申込書のご記入内容が事実と異なる場合、正式申込書類ならびに確認資料の内容が仮申込書と相

違している場合、また、ご契約までの期間に大きな異動があった場合には、ご連絡した審査結果にかか

わらず、ローン利用のご希望にそえない場合がございます。 

・生協組合員とは、当金庫と覚書等を締結している生協の組合員、もしくはその同一生計家族の方です。 

・一般勤労者とは、近畿２府４県にお住まいまたは勤務されているお客さまのことです。 

ただし、当金庫に出資いただいている労働組合などに所属されている場合は、会員組合員の取扱いとな

ります。 


